
☑ 「（無料・格安で）点検する」などと訪問してくる業者には絶対に応対しない！ 

☑ 点検をする場合でも、点検結果は冷静に受け止める！ 

☑ せかされても絶対にその場で契約しない！ 

☑ 契約をする場合には、複数社から見積もりをとる！ 

☑ 保険金申請を前提とした工事の勧誘には応じない！ 

 

悪質リフォーム・点検業者の手口はこれだ！ 

◆「屋根に隙間が空いているので無料（格安）で点検・修理する」と訪問してくる。 

◆県内の業者だけでなく、県外（東京・神奈川・千葉・埼玉など）の業者もやって来る。 

◆屋根を撮影した写真を見せてくるが、その写真はその場で 

撮影したものではなく、業者が持参した写真。 

◆「早く修理したほうがいい」とせかしてくる。 

◆屋根の点検は無料（格安）でも、高額な修理費用を請求してくる。また、他の工

事（床下のシロアリ駆除など）を勧めてきて高額な請求をしてくる。 

困ったときはご相談ください！ 

契約から８日以内であればクーリングオフできます！ 

小諸市消費生活センター（市役所 1F 市民課内） 📞0267-31-5100（センター直通） 

相談受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 4時 休日は局番なし 188へお電話を！ 

消費生活センターからのアドバイス 


